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伊勢市営住宅等管理業務仕様書 

 

　この仕様書は、伊勢市（以下「市」という。）が所有する伊勢市営住宅及び伊勢市小集落改良住

宅並びに共同施設（以下「市営住宅等」という。）の管理業務を指定管理者に行わせることについ

ての業務内容等の基本的事項をまとめたものである。 

　なお、具体的な業務要領は、別添「（附属類書類）伊勢市営住宅等管理マニュアル」（以下「マニ

ュアル」という。）に記載する。 

 

第１　管理を行う団地 

　　指定管理者が管理を行う市営住宅等は、別表１に掲げる団地とする。 

 

第２　業務開始までの準備業務 

　　指定管理者の指定について伊勢市議会で議決を受けた後は、指定管理者としての業務体制を整

え、市営住宅等の管理業務開始までの準備作業として、次の業務を無償で行うこと。 

１．基本協定及び年度協定の締結 

２．市営住宅等の管理業務の引継ぎ 

３．市営住宅等の管理業務に必要な研修等 

４．市営住宅等の調査 

５．管理事務所の開設 

６．公営住宅管理システムの動作確認 

７．入居者への案内パンフレットの配布 

８．その他、市営住宅等の管理業務を円滑に開始するために必要な準備業務 

 

第３　法令等の遵守 

　　指定管理者は、業務を遂行するうえで、下記の関連する法令・例規及び技術規範等を遵守する

こと。 

　１．遵守法令等 

　（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続

等に関する条例（平成１７年伊勢市条例第５９号）のほか、指定管理者制度に関係する法令・

例規等 

　（２）公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（平成５年法律第５２号）、住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）のほか、市営住宅

等の管理運営に関係する法令等 

　（３）伊勢市営住宅管理条例（平成１７年伊勢市条例第１６３号）、伊勢市小集落改良住宅の設

置及び管理に関する条例（平成１７年伊勢市条例第１６５号）のほか、市営住宅の管理運営

に関係する例規等 

　（４）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、伊勢市個人情報の保護に関す

る法律施行条例（令和５年伊勢市条例第１号）のほか、個人情報保護に関係する法令・例規

等 
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　（５）伊勢市情報公開条例（平成１７年伊勢市条例第１９号）のほか、情報公開に関係する法令・

例規等 

　（６）その他、指定管理業務を行うにあたり関係する法令・例規等 

　　　※指定期間中に上記（１）～（６）に規定する法令・例規等に改正があった場合は、改正された内容

に従い市営住宅等の管理業務を実施すること。 

　２．修繕・保守管理業務を実施する場合の基本的技術規範 

　（１）建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版） 

　（２）公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新

版） 

　（３）公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・

最新版） 

　（４）公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・

最新版） 

　　　※上記（１）～（４）の仕様書に記載のないものは、市と協議のうえ業務を実施すること。 

 

第４　業務の実施場所 

　（１）指定管理の指定を受けた後は、市営住宅等の管理業務開始までに管理事務所（個人情報に

係る書類の保管場所及び事務作業スペース等を含む。）を開設しなければならない。 

　（２）管理事務所の開設場所は伊勢市内とし、市営住宅等の立地、交通の便等を勘案して選定す

ること。 

　（３）管理事務所の開設時期については、協定締結後、市と指定管理者が協議して定めることと

する。 

 

第５　業務時間及び連絡体制 

　１．業務時間は、平日（※）、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

　　　※平日とは、休日（土・日曜日及び祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで））以外の日を指

す。 

　２．業務時間中は、必ず管理事務所に常駐者１名以上を配置すること。 

　３．業務時間外や休日において、入居者が緊急修繕等の連絡を取ることができる体制を整備する

こと。また、市に対しても様々な事態に対応するための連絡体制を整備し、双方の連絡システ

ムを構築すること。 

　４．業務時間外や休日に業務を行う場合の費用は、指定管理者の負担とする。 

　　　※上記１～３の記述は最低限の水準を示したものであり、この水準以上のサービスの提供（開設時間

の延長等）を制限するものではない。 

 

第６　業務内容 

　　指定管理者が行う管理業務は、次に記載する業務のほか、伊勢市営住宅等管理マニュアルに記

載した内容とする。 

１．入居者管理に係る業務 

（１）各種届出・申請書等の受理及び市への送達、承認書等の交付 
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（２）不適正入居者・不正入居者・無断退去者等の情報収集及び是正指導 

（３）入居者等からの要望・相談・クレーム等への対応 

（４）消防法（昭和２３年法律第１８６号）第８条に定める防火管理 

（５）安全啓発及び必要な情報の伝達 

（６）入居者に対する生活指導 

（７）火災・天災・事故の処理 

（８）単身高齢者の見守り及び安否確認 

（９）単身死亡の処理 

（１０）ペットの飼育禁止の啓発及び指導 

（１１）その他入居者管理に係る業務 

 

２．入居者募集及び入居に係る業務 

（１）入居者募集の実施 

（２）募集案内の配布 

（３）入居申込書の受付及び窓口審査 

（４）入居資格の審査 

（５）入居者の抽選 

（６）入居手続 

（７）住替え申請による入居手続の事務補助 

（８）耐震不適格住宅からの移転交渉 

（９）火災等に伴う緊急入居（目的外使用許可）の手続の事務補助 

（１０）賃貸契約の更新書類の受付 

（１１）公募の例外（特定入居）業務の事務補助 

 

３．家賃・駐車場使用料・証明手数料及び浄化槽負担金（以下「家賃等」という。）の管理に係

る業務 

（１）収入申告書の取りまとめ 

（２）収入認定及び家賃決定の事務補助 

（３）家賃納入通知書の発送 

（４）口座振替制度の加入促進及び啓発 

（５）家賃等の収納事務 

（６）家賃等の過誤納金（入居者が誤って納めすぎた金員）の取りまとめ及び市への送達 

（７）家賃（敷金・駐車場使用料）減免（徴収猶予）申請の受付 

（８）家賃等の滞納者に対する督促及び徴収 

（９）法的措置（明渡訴訟等）の事務補助 

（１０）退去滞納者等についての各種情報収集に関する業務 

（１１）その他、市の指示に基づく家賃等の管理に関する業務 

 

４．修繕及び保守管理等に係る業務 

（１）施設維持管理計画の策定 
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（２）空家補修工事 

（３）一般修繕工事 

（４）環境美化等維持改善 

（５）市営住宅等の敷地内に放置された廃棄物の処理（入居中の住戸は除く。） 

（６）団地内公園の維持管理（対象施設は P12 別表２を参照） 

（７）集会所及び集会室の維持管理（対象施設は P12 別表３を参照） 

（８）浄化槽の管理（対象設備は P12 別表４を参照） 

（９）受水槽・高架水槽の管理・清掃（P13 対象設備は別表５を参照） 

（１０）エレベーターの保守点検（P13 対象設備は別表６を参照） 

（１１）緊急通報設備の点検（対象設備は P14 別表７及び別表７-1 を参照） 

（１２）電気温水器の点検（対象設備は P14 別表８を参照） 

（１３）消防設備の点検及び消火器の設置・定期交換（対象設備は P15 別表９を参照） 

（１４）テレビ共聴設備の維持管理（対象設備は P15 別表 10 を参照） 

（１５）その他の修繕及び保守管理業務 

（１６）市が行う大規模修繕の補助 

 

５．市営住宅等管理人に係る業務 

（１）管理人からの相談対応 

（２）管理人の選考指導 

（３）管理人に対する業務説明 

（４）管理人報酬の支払い 

 

６．駐車場に係る業務 

（１）駐車場の管理（P16  別表 11 を参照） 

（２）自動車保管場所使用承諾証明の交付 

（３）路上駐車、無断駐車、放置自動車の解消 

 

７．その他の業務 

（１）鍵の管理 

（２）各種文書等の配布と回収 

（３）休日及び夜間緊急修繕対応 

（４）災害発生時の緊急修繕等 

（５）セーフティーネットの確立協力 

（６）福祉部局との連携及び良好なコミュニティ形成 

（７）その他、市営住宅等の管理に必要な業務 

 

第７　業務報告 

　　年度協定分について、各年度終了後、当該年度の管理実績を報告すること。 

　１．提出書類 

　（１）管理業務実績報告書（令和○年度分）（様式第１号） 
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　（２）収支決算書またはこれに準ずる書類 

　（３）支払内容が確認できる書類 

　　　　・預金通帳の写し 

　　　　・預金（現金）出納帳の写し 

　（４）職員の出勤状況が確認できる書類 

　（５）備品台帳 

 

　２．提出期限 

　　　各年度終了後の５月３１日まで 

 

第８　事業評価 

　　指定管理者は指定期間中に以下の資料を提出し、市が事業評価を実施する。 

　　また、必要に応じて市が入居者に対するモニタリング等を実施することがある。 

　１．管理業務実施計画書 

　　　毎年度、当該協定期間における管理業務実施計画書を提出すること。 

　（１）提出書類 

　　　管理業務実施計画書（令和○年度分）（様式第２号） 

　（２）提出期限 

　　　前年度３月２０日まで 

　　　※ 初年度の管理業務実施計画書についても、前年度３月２０日までに提出すること。 

　２．管理業務進捗報告書 

　　　業務実施計画に対して、毎月、管理業務進捗報告書を提出すること。 

　（１）提出書類 

　　　① 管理業務進捗報告書（令和○年度○○月分）（様式第３号） 

　　　② 添付書類 

　　　　ア　維持・修繕関係経費のうち精算項目に関する支払証拠書類の写し 

　　　　イ　維持・修繕関係経費に関する次の書類 

・ 施行箇所の施行前、施行中及び施行後の写真（黒板等のボードに工事名または委託

名を記入し、施行内容がわかるように表示すること。ただし、施行前後の確認が不要

なもの（合併処理浄化槽維持管理、機器保守点検、駐車場整理等）は除く。） 

・ 施行場所、施行期間、支払金額、施行内容、施行業者を記載した一覧表 

　　　　ウ　維持・点検費に関するものは、当該期間中の点検簿の写しまたは点検結果報告書 

　　　　エ　家賃等の収納状況を記載した一覧表 

　（２）提出期限 

翌月１０日まで（提出日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当た

るときは、その前日又は前々日）ただし、３月分については、その年の３月 31 日まで。 
 

　３．業務の水準が低下した場合の措置 

　　　事業評価の結果、指定管理者の業務内容が市の求める水準を満たしていないと判断した場合

は、市が是正勧告を行い、それによっても改善が見られない場合は、指定管理料の減額または
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指定を取り消すことがある。 

 

第９　指定管理料の支払 

　（１）市は、指定管理者から提出された管理業務進捗報告書に基づき履行確認を行い、指定管理

者は履行確認済の部分に相当する額を、指定管理料の範囲内で市に請求することができる。 

　（２）市は、指定管理者からの請求に基づき、毎月、指定管理料を支払うものとする。ただし、

最終回の支払については、指定管理者からの実績報告に基づく検査が完了し、指定管理期間

中の指定管理料が確定した後に支払うこととする。 

　（３）市が指定管理者に支払う毎月の指定管理料の額は、次のとおりとする。 

① 修繕工事費及び補修工事費並びに災害復旧緊急措置費（以下「修繕工事費等」という。）

については、指定管理者の支払済み部分に相当する額とする。 

② 上記①以外の経費については、年度協定書において定めた額から修繕工事費等を減じた

額を１２で除した額とする。 

③ 上記②で算出した１ヶ月分の委託料に１円未満の端数が生じる時は、その端数金額につ

いては、すべて最初の履行期限に係る委託料に合算して支払うものとする。 

　（４）修繕工事費等のうち、各年度３月３１日までに指定管理者から施行業者への支払いが完了

していないものについては、次のとおり取り扱うこととする。 

　　　① 指定管理期間の最終年度以外の場合 

　　　　ア．指定管理者は、３月３１日までに、施行業者への支払いが完了していない工事等を市

に報告する。 

　　　　イ．指定管理者は、施行業者への支払が完了した時点で、支払いを行った月の管理業務進

捗報告書により市に報告する。 

　　　　ウ．ア及びイで報告のあった修繕工事費等については、翌年度の指定管理料から支払う。 

　　　② 指定管理期間の最終年度の場合 

　　　　ア．指定管理者は、３月３１日までに、施行業者への支払いが完了していない工事等を市

に報告する。 

　　　　イ．指定管理者は、施行業者への支払が完了した時点で、市に報告する。 

　　　　ウ．ア及びイで報告のあった修繕工事費等については、翌年度の市の予算の範囲内で支払

う。 

 

第１０　経費の流用 

　（１）「（１）管理関係経費」に分類した「①人件費」、「②一般管理費」、「③事務費」に関する経

費は、これらの範囲内で相互に流用できるものとする。 
（２）「（２）維持・修繕関係経費」に分類した「①修繕工事費」及び「②補修工事費」について

は、一方の執行見込額が年度協定で定めた額を下回る場合は、他方に流用することができ

るものとする。 
（３）「③環境整備費」、「④維持・点検費」についても、これらの範囲内で相互に流用できるも

のとする。 

（４）「③環境整備費」または「⑤災害復旧緊急措置費」に不足が生じることとなった場合につ

いては、「①修繕工事費」及び「②補修工事費」の執行見込額が年度協定で定めた額を下回
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る場合に、「①修繕工事費」または「②補修工事費」から流用することができるものとする。 

（５）「⑤災害復旧緊急措置費」については、他の経費に流用することができない。 

（６）各経費を流用しようとするときは、あらかじめ市と協議しなければならない。 

 

第１１　指定期間中確保すべき要件 

　　指定管理者は、指定期間を通じて「伊勢市営住宅等指定管理者募集要項　７　申請資格」に掲

げる要件を確保すること。 

 

第１２　翌年度に係る施設維持管理計画書・事業積算内訳等の提出 

　１．施設維持管理計画の提出 

　　　翌年度に係る施設維持管理計画書を提出し、その内容について市と指定管理者で協議する。 

　（１）提出書類 

　　　①施設維持管理計画書 

　　　　※ 様式は、別途市と指定管理者との協議において定める。 

　　　　※ 設計価格の作成については、建設物価・積算資料等の刊行物等を参考にすること。 

　　　　※ 指定管理者が自ら直営で実施するものは、指定管理者が定める単価表等の基準で作成するものと

するが、刊行物等の掲載額を超えてはならない。 

　　　　※ 指定期間の最終年度であっても、①の書類を提出すること。 

　（２）提出期限 

　　　８月３１日まで 

　２．施設維持管理台帳の作成 

　　　施設等の機能保全策を講じるための基本台帳としての役割を持った施設維持管理台帳を作

成すること。この施設維持管理台帳は、施設維持管理計画書を提出する際に、その写しを提出

すること。 

　　　また、修繕履歴台帳及び保守点検台帳を作成し、修繕工事の履歴や保守点検結果を記録する

とともに、市営住宅等の図面を作成すること。 

　　　なお、指定期間が終了した時は、直ちに次期指定管理者または市に引き継がなければならな

い。 

　（１）施設維持管理台帳 

　　　①　記載内容 

　　　　　団地名、住棟名及び号室、不具合及び改善の内容。 

　　　②　更新頻度 

　　　　　施設等に不具合箇所を確認した都度、また改善工事が完了した都度、台帳に記載するこ

と。 

　（２）修繕履歴台帳 

　　　①　記載内容 

　　　　　団地名、住棟名及び号室、施工日、工事名、工事内容、工事金額など 

　　　②　更新頻度 

　　　　　修繕工事が完了した都度、台帳に記載すること。 

　（３）保守点検台帳 
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　　　①　記載内容 

　　　　　団地名、住棟名及び号室、施行日、保守点検の内容、保守点検の結果及び処置内容、委

託金額など 

　　　②　更新頻度 

　　　　　保守点検が完了した都度、また保守点検に伴う処置を施した都度、台帳に記載すること。 

　　※（１）～（３）の様式は、別途市と指定管理者との協議において定める。 

　　※（２）及び（３）の台帳は、（１）に含めて作成することができることとする。 

 

 

第１３　維持修繕・保守業務の外部への発注方法に係る留意事項 

　（１）業務の外部発注の是非は指定管理者の裁量に委ねるものとするが、外部発注する場合は、

原則として伊勢市契約規則（平成１７年伊勢市規則第４８号）に基づく「伊勢市入札参加資

格者名簿」に登録されている事業者または「伊勢市小規模工事受注希望業者一覧表」に登録

されている事業者の中から選定すること。 

　（２）業務の外部発注をする場合は、設計図書等を作成し、発注先と指定管理者との間で工事請

負等の契約を締結することにより、発注工事等の内容及び契約額を明確に説明できるように

しなければならない。 

　　　　また、当該契約履行中において契約内容を変更すべき事象が生じた場合は、その都度変更

契約（請書）を締結し、その内容を明確にしておかなければならない。 

　（３）外部発注にあたっては、地元業者育成の観点から、伊勢市内の事業者の活用を十分に検討

すること。 

　（４）維持修繕・保守業務を実施するために必要となる設計及び監理業務は、指定管理者の通常

の業務として取り扱う。 

　（５）指定管理者が維持修繕・保守業務を直営で実施する場合は、次のとおり取り扱うこととす

る。 

　　　① 指定管理者の職員が現場作業を行う場合 

　　　　・使用する資材については、その調達価格が明確に説明できるようにしておくこと。 

　　　　・現場作業は、指定管理者の通常業務として取り扱う。 

　　　　・修繕工事、補修工事及び災害復旧緊急措置に要した材料費は、修繕工事費等に計上する

ことができる。 

　　　② 指定管理者の構成団体が受注者となる場合 

　　　 ・緊急を要する場合を除き、市の承認を得てから発注すること。 

・諸経費の上限額は、公共建築工事積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新

版）に基づき算出した共通費程度とする。 

 

第１４　鍵及び契約書等の書類の保管 

　１．鍵の保管 

　（１）市は、指定期間中、市営住宅等の鍵（以下「鍵」という。）を指定管理者に貸与する。 

　（２）鍵は、盗難及び紛失を防止するため、鍵付きの書架等に保管するとともに、持出し及び貸

出しを帳簿に記録すること。 
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　（３）鍵を更新または廃止し、あるいは市営住宅等に錠の新設をした時は、その都度、市に報告

をすること。 

　（４）指定期間終了後は、一覧表を添えて、鍵を市または市が指定する者に引継ぐこと。 

　２．契約書等の書類の保管 

　（１）市は、指定期間中、市営住宅賃貸契約書等の市営住宅等の管理に必要な書類（以下「契約

書等」という。）を指定管理者に貸与する。 

　（２）契約書等は、盗難及び紛失を防止するため、鍵付きの書架等に保管するとともに、持出し

及び貸出しを帳簿に記録すること。 

　（３）指定期間終了後は、一覧表を添えて、契約書等を市または市が指定する者に引継ぐこと。 

　３．預り証の提出 

　（１）市から鍵及び契約書等の書類の貸与を受けたときは、預り証（様式第７号）を提出するこ

と。 

　（２）預り証には、貸与を受けた物品の一覧表を添付すること。 

 

第１５　家賃等の収納事務 

　　市は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基づき、家賃

等の収納事務（以下「収納事務」という。）を指定管理者に委託する。 

（１）従事者の報告 

　　① 収納事務に従事させる者（以下「従事者」という。）について、伊勢市営住宅等家賃等収納

事務従事者届出書（様式第８号）（以下「従事者届出書」という。）を市に提出すること。 

　　② 従事者に変更が生じた場合は、変更後の従事者について従事者届出書を提出すること。 

（２）事務従事者証の交付 

　　① 市は、指定管理者から提出された従事者届出書に基づき、伊勢市営住宅等家賃等収納事務

従事者証（様式第９号）（以下「従事者証」という。）を交付する。 

　　② 従業員を収納事務に従事させるときは、市が発行する従事者証を胸元等の見やすい箇所に

着用させること。 

　　③ 従事者証を紛失したときは、直ちに市に報告し、再交付を受けること。 

　　④ 従事者が転勤や退職等の異動により収納事務に従事しなくなったときは、直ちに従事者証

を市に返還すること。 

（３）領収日付印の印影の届出 

　　　収納事務において使用する領収日付印の印影を、伊勢市営住宅等家賃等領収印の印影届（様

式第１０号）により、あらかじめ市に届け出ること。 

（４）領収書の交付 

　　　家賃等を収納するときは、納入通知書または領収書の領収日付欄に（３）で届け出た領収日

付印を押印のうえ、領収書を納付者に交付すること。 

 

第１６　疑義についての協議 

　本仕様書に定めのない事項においては、市、指定管理者協議のうえ、これを定めるものとする。 
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別表１　管理対象団地一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和８年４月１日現在） 

 

　※「摘要」欄の「耐震移転」とは、住宅の耐震性能が確保されていないため、他の市営住宅等への入居者

の移転を進めている団地。「募集停止」とは、住宅の老朽化等のため、入居者の募集を行わない団地。 

施設番号 団地名 戸数 所在地 摘要

1 中村団地 73戸 中村町桜が丘8番地ほか

2 桜が丘団地 20戸 中村町桜が丘30番地１ 募集停止

3 倭Ａ団地 24戸 倭町40番地

4 倭Ｂ団地 24戸 倭町40番地

5 倭Ｃ団地 30戸 倭町40番地1

6 倭隠岡団地 16戸 倭町19番地1

7 一之木団地 19戸 一之木5丁目10番17号 募集停止

8 一之木第２団地 12戸 一之木4丁目2番33号

9 浦口団地 33戸 浦口4丁目28番5号ほか

10 宮中横団地 18戸 浦口4丁目32番36号ほか

11 高倉団地 12戸 二俣2丁目5番28号

12 二俣団地 38戸 二俣3丁目10番18号ほか

13 万所団地 24戸 辻久留3丁目20番44号

14 竹ヶ鼻第１団地 28戸 竹ヶ鼻町98番地2ほか

15 竹ヶ鼻第２団地 10戸 神社港474番地

16 大湊団地 46戸 大湊町362番地1

17 黒瀬第１団地 8戸 黒瀬町1736番地1ほか

18 黒瀬第２団地 5戸 黒瀬町1716番地1

19 黒瀬第３団地 8戸 黒瀬町1721番地1

20 黒瀬改良住宅 24戸 黒瀬町1844番地ほか 改良住宅

21 勢田団地 12戸 勢田町773番地2 耐震移転

22 旭団地 36戸 旭町49番地1

23 やすらぎ団地 8戸 旭町444番地 募集停止

24 西豊浜団地 130戸 西豊浜町5440番地ほか

25 粟野団地 89戸 粟野町2045番地

26 月見ヶ丘団地 18戸 中村町302番地12ほか 募集停止

27 朝熊第１団地 20戸 朝熊町2659番地1ほか

28 朝熊第２団地 16戸 朝熊町2602番地34ほか

29 朝熊第３団地 10戸 朝熊町2654番地1

30 朝熊改良住宅 12戸 朝熊町2650番地 改良住宅

31 リバーサイドせせらぎ 41戸 小俣町宮前31番地2 高齢者向け住宅

32 横世古団地 6戸 小俣町元町792番地 耐震移転

33 下小俣団地 12戸 小俣町元町99番地 募集停止

34 北明野団地 42戸 小俣町明野541番地3

35 相合団地 18戸 小俣町相合965番地1

36 御門団地 4戸 二見町溝口836番地4 耐震移転

37 西団地 2戸 二見町西138番地1 耐震移転

38 今一色団地 8戸 二見町今一色176番地15 耐震移転

39 五十鈴川団地 16戸 二見町西185番地48

40 高向団地 10戸 御薗町高向1318番地

合計 982戸
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別表２　団地内公園一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和８年４月１日現在） 

 

 

別表３　集会所及び集会室一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和８年４月１日現在） 

 

 

別表４　浄化槽一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和８年４月１日現在） 

 

（注）「施設の種類」欄の、「単独」は単独処理浄化槽を、「合併」は合併処理浄化槽を示す。 

　　　公共下水道への接続により、対象団地が減少することがある。 

　　　本表に記載の浄化槽は、浄化槽法に基づく法定検査（年１回）の対象となる。 

箇所数 面積

1 中村団地 1箇所 260㎡ 無

6 倭隠岡団地 1箇所 100㎡ 無

12 二俣団地 1箇所 300㎡ 無

13 万所団地 1箇所 210㎡ 無

16 大湊団地 1箇所 130㎡ 無

23 やすらぎ団地 1箇所 600㎡ 無

24 西豊浜団地 1箇所 770㎡ 無

33 下小俣住宅 1箇所 90㎡ 無

34 北明野住宅 1箇所 100㎡ 無

合計 9箇所 2,560㎡

施設番号 団地名
公園等

遊具 摘要

施設番号 団地名 面積 管理者 摘要
13 万所団地 59㎡ 管理人 共用室
16 大湊団地 43㎡ 管理人 集会室
24 西豊浜団地 98㎡ 代表管理人
25 粟野団地 85㎡ 粟野団地自治会
31 リバーサイドせせらぎ 132㎡ 生活援助員 団らん室、和室、LSA室
34 北明野住宅 42㎡ 明野第４自治区 集会所

合計 ― ６団地

施設番号 団地名 施設の種類 施設数 規模 摘要
1 中村団地 単独 １施設 100人槽
3 倭Ａ団地
4 倭Ｂ団地
5 倭Ｃ団地 合併 １施設 120人槽
6 倭隠岡団地 合併 １施設 56人槽 令和８年度中に公共下水道接続予定
10 宮中横団地 合併 １施設 63人槽
12 二俣団地 合併 １施設 133人槽 令和８年度中に公共下水道接続予定
13 万所団地 合併 １施設 84人槽
22 旭団地 合併 １施設 130人槽
24 西豊浜団地 合併 １施設 482人槽
40 高向団地 単独 １施設 40人槽

合計 10施設

合併 １施設 216人槽 Ａ・Ｂ棟共用
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別表５　受水槽・高架水槽一覧　　　　　　　　　　　　　　　　（令和８年４月１日現在） 

 

（注）受水槽の容量が１０ｍ3 を超える施設は、水道法に基づく法定検査（年１回）の対象となる。 

 

別表６　エレベーター一覧　　　　　　　　　　　（令和８年４月１日現在） 

 

（注）エレベーター保守点検業務の発注先は、近年、エレベーターに関する事故が多発していることを鑑み、メーカー系

の保守点検業者とすること。 

構造 基数 容量 構造 基数 容量
1 中村団地 FRP １基 10.0㎥ FRP 1基 3.0㎥ 中耐棟
3 倭Ａ団地 FRP 1基 5.0㎥
4 倭Ｂ団地 FRP 1基 5.0㎥
5 倭Ｃ団地 FRP １基 15.0㎥ FRP 1基 8.0㎥
6 倭隠岡団地 FRP １基 12.0㎥ - - -
8 一之木第２団地 FRP １基 6.8㎥ FRP 1基 3.0㎥
9 浦口団地 FRP １基 12.0㎥ - - -
10 宮中横団地 FRP 2基 3.0㎥ - - -
11 高倉団地 FRP １基 9.0㎥ - - -
12 二俣団地 FRP １基 10.0㎥ - - -
13 万所団地 FRP １基 20.0㎥ - - -

FRP １基 9.0㎥ - - - 東棟
FRP １基 4.5㎥ - - - 西棟

16 大湊団地 - - - FRP 1基 3.0㎥ 中耐棟
22 旭団地 FRP １基 12.0㎥ - - -
24 西豊浜団地 FRP １基 22.5㎥ FRP 3基 3.0㎥ 中耐棟
31 リバーサイドせせらぎ ｽﾃﾝﾚｽ １基 5.5㎥ - - -

合計 16基 9基

高架水槽
摘要

FRP １基 20.0㎥

14 竹ヶ鼻第１団地

施設番号 団地名
受水槽

施設番号 団地名 台数 メーカー 摘要
12 二俣団地 1台 三菱電機
31 リバーサイドせせらぎ 1台 三菱電機

合計 2台
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別表７　緊急通報設備一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和８年４月１日現在） 

 
 

別表７－１　リバーサイドせせらぎ緊急通報設備一覧　　　（令和８年４月１日現在） 

高齢者集合住宅シルバーハウジングシステムＳＢＸシステム 

 

 

別表８　電気温水器一覧　　　　　　　　　　　　　（令和８年４月１日現在） 

 

施設番号 団地名 発信機 受信機 メーカー 摘要
1 中村団地 12台 - 愛知時計(株) 中耐棟1～2階
3 倭Ａ団地 12台 - 愛知時計(株) 中耐棟1～2階
4 倭Ｂ団地 12台 - 愛知時計(株) 中耐棟1～2階
5 倭Ｃ団地 12台 - 愛知時計(株) 中耐棟1～2階
6 倭隠岡団地 5台 - 愛知時計(株) 中耐棟1～2階
8 一之木第２団地 2台 - 愛知時計(株) 中耐棟1～2階
9 浦口団地 33台 - 愛知時計(株) 全戸
10 宮中横団地 18台 - 愛知時計(株) 全戸
12 二俣団地 38台 - 愛知時計(株) 全戸
13 万所団地 24台 - 愛知時計(株) 全戸
14 竹ヶ鼻第１団地 28台 - 愛知時計(株) 全戸
16 大湊団地 16台 - 愛知時計(株) 中耐棟1～2階
22 旭団地 36台 - 愛知時計(株) 全戸
24 西豊浜団地 36台 - 愛知時計(株) 中耐棟1～2階
31 リバーサイドせせらぎ 41台 1台 アイホン(株) 全戸

合計 325台 1台

名　　称 規格・寸法等 数量

ＬＳＡ室親機(SBX-M) 　１台

表示部(SBX-L) 　１台

制御盤 　１面

住戸アダプター 1台×41戸

住戸玄関子機(QF-DK) 1台×41戸

廊下灯(UAR-4-R) 1個×41戸

電気錠 1個×41戸

復旧ボタン(SBW-2) 1個×41戸

在室ボタン(SBW-6) 1個×41戸

セキュリティ電話親機(SB-1MD) 1台×41戸

水量センサーユニット(SA-WU) 1台×41戸

水量センサー(MND20-TC) 1個×41戸

天井スピーカー(UA-SP) 1台×41戸

天井マイク(UA-MIC) 1台×41戸

通報取消付拡声子機(SBW-12) 2個×41戸

緊急通報握りボタン(UAR-8) 2個×41戸

通報取消付緊急ボタン(SBW-B2) 2個×41戸

生活情報監視盤

住戸部

施設番号 団地名 戸数 メーカー 摘要
三菱電機 4～6階
パナソニック 1～3階

合計 41戸

31 リバーサイドせせらぎ 41戸
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別表９　消防設備一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和８年４月１日現在） 

 

（注）本表に記載の消防設備の点検結果については、消防法に基づき、３年ごとに消防署への点検結果の報告が必要とな

る。 

 

別表１０　テレビ共聴設備一覧　　　　　　　　　（令和８年４月１日現在） 

 

（注）上記以外の団地については、個別受信（入居者がアンテナを設置）となる。 

 

消火器

10型 感知器 発信機 受信機

1 中村団地 12本 中耐棟のみ

3 倭Ａ団地 12本

4 倭Ｂ団地 12本

5 倭Ｃ団地 15本 12台 8台

6 倭隠岡団地  8本 6台

8 一之木第２団地  6本 4台

9 浦口団地 15本  9台

10 宮中横団地  6本  6台 4台

11 高倉団地  6本 4台

12 二俣団地 10本 335個 7台
Ｐ－１
受信機

13 万所団地  6本  6台 4台

14 竹ヶ鼻第１団地  8本   2個 4台
Ｐ－２
受信機

6台

16 大湊団地 12本 中耐棟のみ

22 旭団地 11本 11台 5台

24 西豊浜団地 27本 中耐棟のみ

31 リバーサイドせせらぎ 21本 144個 7台
Ｒ型

受信機

40 高向団地  6本 1台

合計 193本 44台 481個 18台 3台 40台

火災報知器 避難
ハッチ

摘要施設番号 団地名
非常警
報設備

施設番号 団地名 アンテナ 分配器 摘要
3 倭Ａ団地 1本 1台
4 倭Ｂ団地 1本 1台
5 倭Ｃ団地 1本 1台
6 倭隠岡団地 1本 1台
8 一之木第２団地 1本 1台
9 浦口団地 2本 4台
10 宮中横団地 2本 2台
11 高倉団地 1本 1台
12 二俣団地 2本 2台
13 万所団地 1本 1台
14 竹ヶ鼻第１団地 2本 2台
22 旭団地 2本 2台
31 リバーサイドせせらぎ 1本 1台
40 高向団地 1本 1台

合計 19本 21台
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別表１２ １１　駐車場一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和８年４月１日現在） 

 

施設番号 団地名 戸数 区画数 使用料 摘要
1 中村団地 73戸 32区画 1,500円
3 倭Ａ団地 24戸 24区画 2,500円
4 倭Ｂ団地 24戸 24区画 2,500円
5 倭Ｃ団地 30戸 30区画 2,500円

16区画 2,500円
3区画 - 集会所用

7 一之木団地 19戸 14区画 1,500円
6区画 浄化槽ﾏﾝﾎｰﾙ上
27区画

10 宮中横団地 18戸 18区画 2,500円
12区画 2,500円
1区画 - 公用車用

12 二俣団地 38戸 38区画 2,500円
13 万所団地 24戸 24区画 2,500円
14 竹ヶ鼻第１団地 28戸 28区画 2,500円
15 竹ヶ鼻第２団地 10戸 10区画 1,000円 軽自動車用×５区画
16 大湊団地 46戸 56区画 1,000円
17 黒瀬第１団地 8戸
18 黒瀬第２団地 5戸
19 黒瀬第３団地 8戸
22 旭団地 36戸 36区画 2,500円

148区画 1,000円
11区画 - 来客用・公用車
51区画 1,000円 軽自動車用×11区画
2区画 - 公用車用
12区画 1,500円
4区画 - 使用不可

27 朝熊第１団地 20戸
29 朝熊第３団地 10戸

27区画 2,000円
2区画 - グループホーム用
3区画 - 来客用・ヘルパー用

39 五十鈴川団地 16戸 22区画 1,500円
40 高向団地 10戸 10区画 1,500円

合計 788戸 742区画

31 リバーサイドせせらぎ 41戸

26 月見ヶ丘団地 20戸

30区画 1,000円

24 西豊浜団地 130戸

25 粟野団地 89戸

6 倭隠岡団地 16戸

9 浦口団地 33戸

11 高倉団地 12戸

21区画 1,000円

2,500円


